
- -1

（
法
務
委
員
会
）

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
五
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
我
が
国
の
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
外
国
人
の
受
入
れ
を
促
進
す
る
た
め
、
高
度
の
専
門
的
な
能
力
を
有
す

る
外
国
人
に
係
る
在
留
資
格
を
設
け
る
等
の
在
留
資
格
の
整
備
を
行
う
ほ
か
、
上
陸
審
査
の
手
続
の
一
層
の
円
滑
化
の
た
め
の

措
置
等
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

高
度
の
専
門
的
な
能
力
を
有
す
る
外
国
人
材
の
受
入
れ
の
促
進
の
た
め
の
措
置

現
在
「
特
定
活
動
」
の
在
留
資
格
を
付
与
し
て
い
る
高
度
の
専
門
的
な
能
力
を
有
す
る
外
国
人
材
を
対
象
と
し
た
新
た
な

在
留
資
格
「
高
度
専
門
職
（
第
一
号
）
」
を
設
け
る
と
と
も
に
、
当
該
在
留
資
格
を
も
っ
て
一
定
期
間
在
留
し
た
者
を
対
象

と
し
た
、
活
動
制
限
を
大
幅
に
緩
和
し
在
留
期
間
が
無
期
限
の
在
留
資
格
「
高
度
専
門
職
（
第
二
号
）
」
を
設
け
る
。

二

ク
ル
ー
ズ
船
の
外
国
人
乗
客
に
係
る
入
国
審
査
手
続
の
円
滑
化
の
た
め
の
措
置

法
務
大
臣
が
指
定
す
る
ク
ル
ー
ズ
船
の
外
国
人
乗
客
を
対
象
と
し
て
、
簡
易
な
手
続
で
上
陸
を
認
め
る
新
た
な
特
例
上
陸

許
可
制
度
（
船
舶
観
光
上
陸
許
可
制
度
）
及
び
短
期
滞
在
に
係
る
み
な
し
再
入
国
許
可
制
度
を
設
け
る
。

三

一
定
範
囲
の
短
期
滞
在
者
に
係
る
出
入
国
手
続
の
円
滑
化
の
た
め
の
措
置
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自
動
化
ゲ
ー
ト
を
利
用
で
き
る
対
象
者
の
範
囲
を
、
頻
繁
に
来
日
し
、
我
が
国
に
短
期
間
滞
在
す
る
外
国
人
の
う
ち
、
事

前
に
指
紋
等
の
個
人
識
別
情
報
を
提
供
し
て
審
査
を
受
け
、
出
入
国
管
理
上
問
題
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ

て
登
録
さ
れ
た
も
の
に
拡
大
し
、
当
該
外
国
人
の
上
陸
許
可
の
証
印
を
省
略
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
同
証
印
に
代

わ
る
上
陸
許
可
の
証
明
手
段
（
特
定
登
録
者
カ
ー
ド
）
を
設
け
る
。

四

そ
の
他

１

在
留
資
格
「
投
資
・
経
営
」
、
「
技
術
」
・
「
人
文
知
識
・
国
際
業
務
」
及
び
「
留
学
」
に
係
る
改
正
を
行
う
。

２

入
国
審
査
官
に
よ
る
乗
客
予
約
記
録
（
Ｐ
Ｎ
Ｒ
）
の
取
得
を
可
能
と
す
る
た
め
の
規
定
を
設
け
る
。

３

入
国
管
理
局
職
員
の
調
査
権
限
に
係
る
規
定
と
し
て
、
再
入
国
の
許
可
等
に
関
す
る
調
査
規
定
及
び
退
去
強
制
令
書
の

執
行
に
関
す
る
照
会
規
定
を
設
け
る
。

五

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
四
３
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
二
並
び
に
四
１

の
「
留
学
」
及
び
２
の
規
定
は
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
、
三
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
六
月
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
施
行
す
る
。


